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通所介護・介護予防通所介護重要事項説明書 

＜平成20年 12月 13日現在＞ 

 

１． 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話：０４２２－２０－３３２２ （午前９時～午後５時） 

担当職員： 管理者・生活相談員   ＊ご不明な点は何でもお尋ね下さい。 

 

２． 「岡田さんち」の概要 

（1） 事業所の指定番号及び送迎実施地域 

   事業所名：岡田さんち 

   所 在 地：東京都武蔵野市吉祥寺東町２－３３－５ 

   介護保険事業者番号：東京都1373300407号 

 送迎を実施する地域：武蔵野市内東部地域（三鷹通り以東） 

（2） 職員の体制 

   
資格 

常

勤 

非

常

勤 
計 業務内容 

管理者  1  1 事業所の従事者及び業務の管理 

生活相談員 
介護福祉士 

看護師 

1 

1 

0 

0 
2 
利用申し込みに係る調整、他の従事者に対する相

談助言及び技術指導、通所介護計画の作成等 

介護職員 
介護福祉士等 

看護師 

2 

1 

1 

0 
4 利用者の心身状況の把握、日常の介護等 

看護職員 看護婦 1 0 1 利用者の心身状況の把握、健康管理等 

機能訓練指導員 看護師兼任 1 0 1 心身機能の維持・向上のための訓練指導・助言等 

給食担当員 定時職員 0 1 1 利用者の昼食の温め・盛付 

（3） センターの設備等 

定員：通所介護・介護予防通所介護…10人/日 

活動室兼食堂…2（35.51㎡） 静養室…1（11.06㎡） 

相談室…1                浴室…1（シャワー浴） 

送迎車輌…リフト付ワゴン車1台、リフト付軽自動車1台 

（4） 営業時間 

月～土曜日…午前9時～午後5時 休館日…日曜日・祝祭日、年末年始（12/29～1/3） 

＊ 土曜日については不定期 

 

３． 提供するサービスの内容 

（1）身体の介護に関すること 

日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。 

    ア．排泄の介助 

    イ．移動、移乗の介助 

    ウ．その他必要な身体の介護 

 （2）食事に関すること 

    給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供します。 

    ア．食事の準備、配膳下膳の介助 

    イ．食事摂取の介助 

    ウ．その他必要な食事の介助 

（3）アクティビティ・サービスに関すること 

    利用者が、自分らしく、生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、

下記のアクティビティーサービスを実施します。これらの活動を通じて、利用者自身の仲間づ

くり、老いや障害の受容、体力作りや心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒の安定を図り
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ます。また、予防、利用者の自立支援を目的に、体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及

び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行います。さらに、利用者を安全にお

世話することにより、家族の介護負担の軽減を図ります。 

    ア．レクリエーション    イ．音楽活動       ウ.製作活動 

エ．行事的活動       オ．体操         カ．休養（養護） 

（4）送迎に関すること 

送迎時間はおおよその時間をお伝えいたします。ただし、道路事情等により、お伝えした時

間が前後する場合があります。 

 （5）相談、助言に関すること 

    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行ないます。 

    ア．疾病や障害に関する理解を深めるための相談、助言 

    イ．日常生活動作や具体的な介護方法に関する相談、助言 

    ウ．自助具や福祉機器、居住環境の整備に関する相談、助言 

    エ．その他在宅生活全般にわたる必要な相談、助言 

 

４． 料金 

通所介護利用料（介護保険適用部分） 

  3～4時間利用 4～6時間利用 6～8時間利用 

要介護1 464円/回 624円/回 838円/回 

要介護 2 535円/回 724円/回 978円/回 

要介護 3 605円/回 825円/回 1,119円/回 

要介護 4 675円/回 925円/回 1,259円/回 

基
本
利
用
料 

要介護 5 745円/回 1,025円/回 1,400円/回 

＊上記の額は、利用１回当りの介護報酬告示上の単位に、１単位10.6円の地域単価を乗じた額の、

利用者にご負担いただく１割相当の額です。 

 

介護予防通所介護利用料（介護保険適用部分） 

要支援１ 2,360円/月 基 本 

利用料 要支援２ 4,615円/月 

加算 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ実施加算 86円/月 

＊上記の額は、利用時間・回数にかかわらず１ヶ月当り包括的な介護報酬告示上の単位に、１単

位10.6円の地域単価を乗じた額の、利用者にご負担いただく１割相当の額です。 

 

「その他の費用負担」：介護保険適用部分以外の費用をご負担いただくのは以下のとおりです。 

食事代 700円/食 ※ 

 行事等特別な食事代 実費 

おむつ代・活動材料費 実費 

※武蔵野市民は市より200円の助成があるため500円の自己負担となります。 

 

「キャンセル規定」：利用者のご都合でサービスを中止する場合も、キャンセル料はかかりません

が、下記のとおり、昼食代をご負担いただく場合があります。 

①利用当日の朝９時３０分までに利用中止のご連絡をいただいた場合 無料 

②利用当日の朝９時３０分までに利用中止のご連絡をいただけなかった場合 食事代500円 

 

「利用料等の支払方法」 

   利用の翌月15日までに前月分の請求書を送付し、利用の翌々月15日までに振り込んでいた

だく方法か、あらかじめ指定していただいた金融機関の口座から、利用の翌月末日に、自動的に振

替える方法によりお支払いいただきます。 
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５． サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

    まず、お電話でお申し込みください。利用者ご本人、ご家族に来所していただき、サービス

内容をご説明し、活動の様子を見学していただきます。サービス提供の依頼を受けた後、契約

を結び、通所介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。 

   ＊居宅サービス計画又は介護予防支援サービスの作成を依頼している場合は、事前に介護支援

専門員とご相談ください。 

（2）サービスの終了 

① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書によりお申し出下さい。 

② 当センターの都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合は、終了

の１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

ご利用者が亡くなった場合、介護保健施設等に入所した場合、要介護認定区分が非該当（自

立）と認定された場合は、双方の文書がなくとも、自動的にサービスを終了いたします。 

④ その他 

・ 当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利

用者やご家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行なった場合、または当センターが

倒産した場合、ご利用者は文書で通知することによってすぐにサービスを終了すること

ができます。 

・ ご利用者がサービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、催促をしたにもかかわらず

10日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族が当センターやその従業者に対し

て本契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合は、文書で通知することにより、

すぐにサービスを終了させていただく場合があります。 

 

６． 当センターの運営方針 

当センターの従事者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り、そ

の居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに

利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を

図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。事業

の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めます。 

 

７．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に、容体の変化等があった場合は、事前の打合せにより、かかりつけ医、救

急隊、ご家族、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者等に連絡します。     

 

８．事故発生時の対応 

 （1）サービス提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者のご家族、当該利用者に係る居

宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に連絡すると同時に、必要な措置を講じます 

 （2）サービス提供により、賠償すべき事故が生じた場合には、速やかに損害賠償を行います。 
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９．サービスの内容に関する苦情 

（1） 当事業所の相談・苦情担当窓口 

岡田さんちのサービスに関するご相談・苦情は、下記窓口までお申し出ください。     

担当窓口：岡田さんち事務室 （責任者：国府田祥二） 

  電話：０４２２―２０―３３２２ 

 

（2） その他 

    当事業所以外に、武蔵野市の相談・苦情窓口に相談することができます。 

   担当窓口：武蔵野市福祉保健部 介護保険課 相談調整係 

  電話：０４２２―６０―１８６６ 

 

10．個人情報の取り扱いについて（秘密保持） 
（1）  個人情報の収集は、その利用目的の範囲を説明し、同意を得た上で収集します。 
（2）  個人情報の使用は、同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内において、適正に使用しま

す。 
（3） 同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同意・依

頼の下で、個人情報の提供・預託を行う場合においても、提供・預託先が適正に管理するよう

監督いたします。 
 

《個人情報を利用させていただく範囲》 
① 岡田さんちによる適切な通所介護サービスの提供のため 
② 提供したサービスに関する請求業務などの介護保険事務のため 
③ サービス提供にかかる利用開始・終了手続きなどの管理運営業務のため 
④ 居宅サービスの適切な提供のための、他の居宅サービス事業者との連携（サービス担当者
会議など）、照会への回答のため 

⑤ 緊急を要する場合の、医師や救急隊への連絡のため 
⑥ ご家族に対するご本人の心身の状況や利用状況に関する報告のため 
⑦ 当事業所のサービスの、維持・改善に資する基礎資料（アンケート等）の作成のため 
⑧ 当事業所で行われる職員研修における事例検討のため 
⑨ 当事業所で行われる学生等の実習教育のため 
⑩ 審査支払い機関（国保連）や保険者からの照会など、法令上応じることが義務付けられて
いる事項のため 

⑪ 外部監査機関・サービス評価機関への情報提供のため 
⑫ 損害賠償保険・傷害保険等に係る保険会社等への相談・届出のため 
⑬ その他、特に目的を特定の上、同意を得て収集した個人情報については、その利用目的に
沿う範囲 

 
 
 

《利用者ご本人の映像・写真について》 
 

 
 
 
 
 
 

 使用を承諾 小さい写真

ならば承諾 
その都度 
要 相 談 使用を拒否 

ホームページ     
パンフレット     
広報誌     
園内掲示     
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11．当事業所の概要 

名称・法人の種別    社会福祉法人 東京弘済園 

代表者役職・氏名    理 事 長   小 島 紀 久 雄   

本部所在地       東京都 三鷹市 下連雀 ５―２―５  0422-43-3319 

定款の目的に定めた事業  

1.養護老人ホーム「弘寿園」 

2.指定介護老人福祉施設「弘済園」 

3.指定短期入所生活介護施設「弘済園」 

4.指定通所介護・認知症対応型通所介護施設「弘済ケアセンター」 

5.指定通所介護施設「三鷹市高齢者センターいちょう苑」 

6.指定通所介護・認知症対応型通所介護施設「三鷹市高齢者センターけやき苑」 

7.指定通所介護施設「岡田さんち」 

8.指定居宅介護支援事業所「弘済ケアセンター指定居宅介護支援事業所」 

9.指定居宅介護支援事業所「いちょう苑指定居宅介護支援事業所」 

10.指定居宅介護支援事業所「けやき苑指定居宅介護支援事業所」 

11.指定居宅介護支援事業所「岡田さんち指定居宅介護支援事業所」 

12.地域包括支援センター「弘済園地域包括支援センター」 

13.地域包括支援センター「けやき苑地域包括支援センター」 

14.ケアハウス「弘陽園」 

15.保育園「弘済保育所（おひさま保育園）」 

 

 

 

 

 

 

 

                                平成  年  月  日 

 
通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しま

した。 
            

        事業者     所在地  東京都武蔵野市吉祥寺東町２丁目３３番５号 

                名 称  岡 田 さ ん ち         

                説明者                       印     

 
 
 私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の説明をうけました。 
また、個人情報の取り扱いに関しても、十分理解のうえ同意します。 

 
        利用者     住 所                       
 
                氏 名                      印 
 
       （代理人）    住 所                       
 
                氏 名                      印    


